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2013 年はバードライフ・インタ

ーナショナル（以下バードライフ）

にとって設立 90 周年を祝う特別な

年になりました。バードライフは

1922 年に英国のケンブリッジで発

足し、現在も本部が置かれていま

す。当初は英国やヨーロッパに限

定した鳥類の研究や保護活動を行

っていましたが、今では世界 120

ヵ国に拠点を持つ、280 万人のネッ

トワークに発展しています。 

バードライフの名誉総裁である

高円宮妃久子殿下のご臨席のもと、

6 月 19 日より、世界中から 600 名

がカナダのオタワに集い、90 周年

記念世界大会を開催しました。新

しく 9 つの戦略や具体的な活動目

標、新ロゴなどが発表されました。

バードライフの特徴はパートナー

シップ性という点にあります。各

国に協力団体があり、連携しなが 

 

 

 

 

ら、Think Globally, Act Locally を

実践しています。各国の現場から

集められた調査データは本部でま

とめ、解析して報告書として刊行

されます。これらの提言や情報は、 

各国政府の生物多様性国家戦略の

策定から地元行政の行動計画立案、

地域住民の活動の手引きとして、

さまざまな形で活用されています。

また、共通の課題や成功事例を、

地域を超えて共有することで、そ

の解決手法が世界基準となること

もあります。大会は約 1 週間続き

ました。この間には、会議だけで

はなく、各国がブースを出展する

大イベントや、ガラ・ディナーも

開かれました。バードライフで最

初のガラ・ディナーを開催したの

は東京ですが、資金集めの手段と

して、また啓蒙の良い機会として、

スキームが世界に広がる第一歩と 

 

 

 

 

なりました。 

もうひとつの特筆すべき活動が、

中国本土で活動を推進する基盤が

整ったことです。バードライフは

11 月 8 日、中国鳥類学会との間で

覚書を交わしました。調印式は浙

江省杭州市で開催された第 12 回中

国鳥類学会会議の開会式で行われ、

バードライフの事務総長マルコ・

ランバティーニが出席しました。

バードライフと中国鳥類学会は、

今後共同で優先すべき研究や、中

国内での鳥と生物多様性の保全活

動に取り組みます。バードライフ

は台湾では古くから活動をしてお

り、近年は香港を拠点に、中国全

土で市民バードウォッチャーを育

成する活動をしてきましたが、こ

れを機に、中国で本格的な環境保

全活動が始まると期待されていま

す。 

 

 
.  

 

 
 

 

１. サマリー 

同 表彰式 

 

バードライフと中国鳥類学会の調印式 

 

バードライフ世界大会 記念撮影 

 

同 出展されたブースにて 
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渡り鳥とフライウェイ 

フライウェイとは、渡り鳥の渡

りルートを地域レベルで包括的に

くくった範囲のことで、世界で 9

範囲に分けられます。日本に飛来

する渡り鳥が利用する経路は、東

アジア・オーストラリア地域フラ

イウェイと呼ばれ、オセアニア、

東南アジア、日中韓等の北東アジ

ア、そしてアラスカまでが対象地

域となります。渡り鳥を保全する

ためには、フライウェイに位置す

る国々の国際的な連携が必要であ

り、日本は国際的な保全のネット

ワークである「東アジア・オース

トラリア地域フライウェイ・パー

トナーシップ（EAAFP）」に参加

し、取り組みを進めています。バ

ードライフは、この EAAFP の日

本国内事務局を担当し、環境省や

ほかの鳥類保全団体等と共に保全

の活動をけん引しています。6 月に

は、アラスカで EAAFP 参加国に

よるパートナー会議が開催され、

バードライフは国内事務局として、

また鳥類の専門的な NGO として

参加し、各タスクフォースや種群

ごとの作業部会で情報提供や保全

活動のための提言などを行いまし

た。また、EAAFP では、渡り鳥に

とって重要なサイトをフライウェ

イ・ネットワーク・サイトとして

保全活動を進めていますが、特に

アジアの開発途上国において、渡 

 

 

 

り鳥のモニタリング体制が脆弱で 

あり、継続した調査を行う体制づ

くりが課題となっています。バー

ドライフは、環境省の事業として、

モニタリング体制の構築に向けた

パイロット事業を進めており、事

業の 3 ヵ年目にあたる今年度は、

モニタリング調査票や手法案をと

りまとめています。 

また、12 月には、日本政府が、

米国、ロシアと締結している二国

間渡り鳥保護条約の会議が開催さ

れ、バードライフは会議運営のた

めの国内事務局を担当し、渡り鳥

に関する日本政府の保全活動をサ

ポートしました。 

 

 

 

種の保全 

バードライフは、絶滅が危惧さ

れる鳥類についての保全活動に注

力しています。その活動のひとつ

であるヒガシシナアジサシの保全

活動が、今年度目覚ましい成果を

あげました。ヒガシシナアジサシ

の繁殖地は中国の東南海岸 2 ヵ所 

のみで、生息数は 30 羽に満たない 

 

 

 

絶滅危惧種です。バードライフは、

これまで地球環境基金などの支援

を受け、繁殖地で卵の採集を禁止

するアピールを行ってきましたが、

2012 年からは、人間によって破壊

された繁殖コロニーを復元する活

動に着手しました。復元チームは、

バードライフ、香港バードウォッ

チング協会、オレゴン州立大学、

浙江省自然史博物館および韮山諸

島国立自然保護区の研究者などで

構成され、かつてヒガシシナアジ

サシが繁殖していた中国韮山諸島

の小島（鉄墩島）をコロニー復元

地として選定しました。ヒガシシ

ナアジサシは、常にオオアジサシ

の大コロニーの中に営巣するため、

まずはオオアジサシを島に呼び戻

す作戦を立て、5 月に 300 個のデコ

イ（鳥の模型）とアジサシの声を

音声再生装置で流すプロジェクト

を開始しました。5 月から始まった

最初の音声装置による誘導では成

果はなく、ヒガシシナアジサシが

この島に戻るまでに数年はかかる

と見込まれていました。しかし、7

月中旬に復元チームが島を訪れ、

再生装置を再起動すると、数羽の 

 

2. 主な活動 

ヒガシシナアジサシの幼鳥 

EAAFP パートナー会議 
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オオアジサシが音声に引き寄せら

れて集まってきたことが観察され、

その後 7 月末までに最大数 2,600

羽のオオアジサシが記録され、そ

のうちの数百ペアが島で産卵を行

い、抱卵を始めました。その群れ

の中に 19 羽のヒガシシナアジサ

シの成鳥が混じっていることが確

認されました。この数は 1 回の観

察例として最大の数であり、その

うち 2 ペアが産卵を行い、9 月末ま

でに少なくとも 1 羽のヒガシシナ

アジサシが巣立ちに成功しました。

このプロジェクトは、ヒガシシナ

アジサシのコロニー復元のために

今後も継続して実施していきます。 

バードライフは、その他にも中

国でのシマアオジ保全、中国内モ

ンゴルでのコマホオジロ保全など、

絶滅危惧種の調査や保全のための

普及啓発活動を実施しています。 

 
ヒガシシナアジサシのデコイと音声機器 

 

 

森林保全活動 

バ ー ド ラ イ フ は 、 Forests of 

Hope 事業により、イギリス本部、

各国のパートナー団体との連携し、

インドネシア、カンボジア、マダ

ガスカルなど世界規模で熱帯雨林

の保全に取り組んでいるほか、企

業との連携により、地域に根差し

た森林保全活動に注力しています。 

マレーシアでは、株式会社リコ

ーの支援で、半島北央沿岸部の生

態系復元を目的にしたマングロー

ブの植林を 10 年計画で実施してい

ます。3 年目となる 2013 年度も、

前年に続いてリコーマレーシアの

職員や市民参加のもと、マングロ

ーブの苗木を植林しました。また、

ブルキナファソにおいてもリコー

の支援により、植林が行なわれて

います。全英女子オープンゴルフ

のショット数に応じて植林する本

数が決まるというユニークな活動

で、2013 年は 5,654 本、2011 年か

らの合計で 2 万本以上の苗木が、

ラムサール条約登録湿地の乾燥化

を緩和するために植林されました。

また、植林に際して井戸を改修し

たことで、苗床への水の供給に加

え、地域住民約 2,000 人が安全な

水にアクセスできるようになり、

水系伝染病のリスクの軽減など

人々の健康に大きく貢献していま

す。ベトナム中部では、トヨタ環

境活動助成プログラムの支援によ

り、アグロフォレストリーを用い

た森林保全や地域の人々の生活向

上に取り組んでいます。ベトナム

戦争で大量の枯葉剤が散布された

地域には最貧層の先住民が生活し

ているため、換金作物のラタンを

植えるとともに、植林や加工技術

の指導を行うことで、森林保全と

住民の生計向上を目指しています。

この活動は、ベトナム森林局や地

方自治体などからも反響が高く、

2014 年度からは、別の地域に展開

して活動が継続されることが決ま

っています。 

ブルキナファソ 住民参加による植林 
 

ベトナム ラタン植林地の視察 

 

 

湿地保全 

バードライフは、水鳥の保全と

ともに、その生息地である湿地や

水辺の環境保全に率先して取り組

んでいます。水鳥の保全、湿地の

賢明な利用、地元の人々の教育や

啓発、管理者の能力向上をめざす

ラムサール条約の事務局と覚書を

交わし、世界各国で技術支援を行

っています。 

環境省の東南アジア湿地保全促

進業務では、2 月 3 日、タイのコッ

カンで開催されたシギ・チドリ類

フェスティバルへの支援を行い、

学生や地域住民約 250 人が展示や

講演、バードウォッチング、絵画

コンクールなどのイベントに参加

しました。これに合わせ、バード 
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ライフは、自治体や村民代表との

会合を開き、コッカンのラムサー

ル条約湿地登録へ向けた取り組み

について話し合いを行いました。 

また、開発圧が懸念されるミャ

ンマーを訪問し、BANCA（ミャン

マーにおけるバードライフのパー

トナー）とともに、ラムサール条

約について説明するステークホル

ダー会合を開催しました。会合は、

モン州のモーラミャイン市で開催

され、70 人以上の参加者（地元自

治体職員、町村の代表者、地元の

教師）が集まり、条約についての

説明や普及啓発活動についての紹

介を行いました。特にタイのシ

ギ・チドリ類フェスティバルの紹

介は、近隣国での取り組みとして

参加者から高い関心を集めました。

また、政府との会合では、環境保

全林業省大臣や局長等とミャンマ

ーの湿地保全に関して議論し、ミ

ャンマーからは両国間のより緊密

なつながりと日本のさらなる協力

を期待するとの発言を受けていま

す。2014 年始めには、環境省の事

業として、ミャンマーでの湿地保

全、ラムサール湿地登録促進に向

け、現状把握と課題の抽出等の調

査を実施していきます。 

海洋＆海鳥保全 

＜マリーン IBA 事業＞ 

マリーン IBA（重要海洋環境）

事業は、バードライフが世界各国

のパートナー団体と一緒に取り組

ん で い る 国 際 事 業 で す 。 IBA 

(Important Bird and Biodiversity 

Areas) のコンセプトを海洋にま

で広げたもので、海鳥を指標に生

物多様性の高い海域を選定し、海

洋と海鳥双方の保全に貢献するこ

とを目的としています。アジアに

おけるマリーン IBA の選定は、

2010 年度より経団連自然保護基金

（KNCF）の支援で、日本、マレー

シア、フィリピン、インドネシア、

韓国等のアジアの国々のパートナ

ー団体や研究者と協力して進めて

きました。これまでに選定された

マリーン IBA は、オープンデータ

ベースである「マリーン・イーア

トラス (Marine e-atlas)」に登録さ

れています。日本国内では、バー

ドライフと日本野鳥の会が選定を

進め、約 50 ヵ所のマリーン IBA が

選ばれています。これらのマリー

ン IBA は、環境省が進める「生物

多様性の機能を維持する観点から

見た重要海域」の抽出に活用され

ているほか、洋上風力発電の建設

候補地の選定に利用されることも

検討されている等、海洋保全への

活用が期待されています。また、

日本で繁殖する海鳥の約 6 割が環

境省のレッドデータブックに掲載

されていますが、マリーン IBA は

海鳥の生息地の保全にも貢献でき

ると考えます。 

2013 年から 3 年間はマリーン

IBA 事業の第 2 期とし、日本のマ

リーン IBA を対象として、その保

全・管理に向けた情報の整理と出

版を目的としています。2013 年は

各マリーン IBA の情報収集を開始

しました。各マリーン IBA におけ

る法的保護指定状況や地元の保全

活動団体、漁業従事者の取り組み

（禁漁区・期間の設定等）、保全

への脅威や問題点等の情報を整理

することで、今後マリーン IBA の

海洋および海鳥の保全へのさらな

る活用を目指しています。 

 

 

 

＜混獲を減らす取り組み＞ 

バードライフでは、年間 30 万羽

とも言われるはえ縄漁による海鳥

の混獲を減らすべく、1997 年より

国際海鳥保全チームを結成し、ま

ぐろ類地域漁業管理機関（RFMO）

や各国政府、漁業従事者と協力し

て様々な活動を行っています。過

去 2 年間で、5 つの主要な RFMO

の全てが効果的な海鳥の混獲軽減

措置（ミティゲーション）を取り

入れることを決定し、海鳥の保全

に向けて大きく前進しました。バ

ードライフは RFMO の国際会議に

おいて、各国政府に対して効果的 

ミャンマーの環境大臣を表敬訪問 

Marine e-atlas 
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なミティゲーションの採択に向け

た積極的な働きかけを行いました。 

2012 年より、バードライフは、

混獲軽減措置が確実に実施される

よう、各国の水産省や RFMO と協

力をし、操業方法に合った混獲軽

減措置の選定や乗船オブザーバー

の支援等を行っています。2013 年

は、韓国政府と一緒に混獲軽減措

置の効果を調査するための共同研

究を進めたほか、11 月には台湾政

府と台湾のバードライフ・パート

ナー（中華鳥会）と共同で、混獲

に関するワークショップを開催し

ました。ワークショップには、台

湾のはえ縄漁従事者、国内外の研

究者、政府関係者、海鳥の保全従

事者等が参加をし、活発な意見・

情報交換が行われました。さらに、

同様のワークショップを IOTC（イ

ンド洋まぐろ類委員会）との開催

で行いました。今後は、混獲軽減

措置の確実な実施に向け、ワーク

ショップで合意された共同事業に

取り組んでいきます。 

国内においては、国際水産研究

所と協力をし、マグロはえ縄漁に

おける海鳥の混獲について、最新

の研究報告、各混獲軽減措置の効

果、海鳥の生態等を総説（2014 年

出版予定）としてまとめたほか、

国際水産研究所が取り組んでいる

混獲データの解析に技術的サポー

トを行いました。 

 

 

企業と生物多様性 

あらゆる企業は生物多様性に影

響を与えており、企業の生物多様

性への取り組みを強化することは

大変重要です。そこでバードライ

フは、企業活動が生物多様性に与

える負荷を評価し、改善のための

コンサルテーションを行っていま

す。企業の環境マネジメント・シ

ステムを側面ごとに分析し、生物

多様性の視点を組み込むことを奨

励しています。グローバルレベル

では、机上で生物多様性のリスク

を見ることができるツール「IBAT」 

を開発し、また一部の生態系サー

ビスを数値換算するパイロット事

業を実施しています。日本ではこ

れらの知見をもとに、「生態系サー

ビスの評価と測定」の日本版の検

討を始めました。さらに、近年企

業の間で自然資本に対する関心が

高まったことを受け、11 月に英国

エジンバラで開催された、第 1 回

国際自然資本会議に参加し、世界

の動向などをふまえた環境戦略の

策定や、生物多様性取組の促進を

提案しました。2013 年度は三菱重

工業株式会社に対し、生物多様性

に対する企業活動の評価を実施し

ました。提言は三菱重工グループ 

第二次環境目標の追加アクション

プランとして採択され、継続的な

取り組みが始まることになりまし

た。  

原材料調達
　原材料調達を通じた取り組みを評価します。全ての製造業において、最も生物多様性への
影響が大きい項目といえます。

土地利用
　事業場管理・運営において、環境/生物多様性への影響抑制の取り組みがなされているか
を評価します。

事業場の操業
　工場・事業場での、環境/生物多様性への影響抑制の取り組みがなされているかを評価し

ます。

研究・開発・商品

設計

　商品を通じた生物多様性/環境保全への貢献・影響抑制の取り組みがなされているかを評

価します。

営業・販売
　販売活動や顧客管理等を通じた、生物多様性/環境保全への貢献・影響抑制の取り組みが

なされているかを評価します。

輸送・物流 　モノ・ヒトの輸送・物流における環境負荷低減活動の実施状況を評価します。

購買（原材料調達
以外）

　購買・調達時に、環境配慮/生物多様性配慮をしているかを評価します。

省エネ・リサイク
ル・廃棄物管理

　管理部門における、省エネ・リサイクル・廃棄物管理活動の実施状況を評価します。

　社会貢献活動における生物多様性保全への貢献・影響抑制の取り組みがなされているかを

評価します。

項目

事

業
活
動

社会貢献活動

台湾水産庁とワークショップを共同で開催 

30.0 %

0.0 %

80.0 %

30.0 %

50.0 %75.0 %

50.0 %

58.3 %

60.0 %

0 ％
25 ％
50 ％
75 ％

100 ％
125 ％

原材料調達

土地利用

事業場の操業

研究・開発・商品設計

営業・販売輸送・物流

購買（原材料調達…

省エネ・リサイクル・…

社会貢献活動

取組内容評価 
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啓発・問題提起 

環境 NGO の役割は、自然保護活

動を推進し、生物の多様性を保全

することから、環境問題の深刻さ

や解決について一般の人々に訴求

することも含まれます。近年は生

物多様性保全への関心の高まりか

ら、企業や団体等から、どのよう

に生物多様性を保全すべきかにつ

いてレクチャーを求められること

が増えました。バードライフは森

林保全を促進させることで、地球

温暖化防止と生物多様性の保全を

進めており、森林保全を事例にプ

レゼンテーションを行っています。 

4 月 5 日には、株式会社レスポン

スアビリティとの共催で生物多様

性についてのセミナー“企業と生

物多様性保全：「生態系サービスの

評価と測定」について”を、行い

ました。レスポンスアビリティの

足立直樹代表とバードライフの事

務総長マルコ・ランバティーニを

講師として、自然資本をめぐる状

況や企業の取り組み、生態系サー

ビスの評価・測定の成果や最新動

向について、講演を行いました。

講演後には、活発な意見交換も行

われ、企業にとって、生態系や生

物多様性保全への取り組みは、今

後さらに関心が高まっていくもの

と思われます。 

 
セミナーの様子 

 

5 月 22 日には、経団連自然保護

協議会2013年度定時会員総会を記

念したパネルディスカッション

「生物多様性保全に向けた企業へ

の期待とその役割」で、NGO セク

ターを代表し、生物多様性の主流

化について意見交換をしました。  

また、11 月 8 日には、日弁連公

害対策・環境保全委員会自然保護

部会で行われている勉強会で、海

鳥の保全について説明を行い、海

鳥の生態や最大の脅威となってい

る漁業の混獲問題、それに対する

保全の最新動向などを紹介しまし

た。海鳥の保全は身近な漁業と深

く関連しており、説明後には活発

な質疑応答が行われました。 

 
日弁連の勉強会にて 
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バードライフは、環境の変化に

最も敏感な鳥は生物多様性のバロ

メーターであると考え、各国のパ

ートナーとともに、生き物やその

生息地を守り、地域の人々が自然

と共存していけるよう、さまざま

な取り組みを進めています。これ

らの活動を進めるため、2009 年よ

り趣旨に賛同いただいた多くの

方々の支援を受け、毎年東京でガ

ラ・ディナーを開催してきました。

これまで 2009 年から 2012 年の 4

回のガラで合計 6,909 万円の収益

金を集め、熱帯雨林を保全する

「Forests of Hope 基金」に充当し、

世界の熱帯雨林の保全に役立てる

ことがきました。2012 年開催のガ

ラでは、ベトナムの森林地域に暮 

 

 

 

 

らす子供たちのために集められた

支援金により、3 つの学校の改修と

コミュニティ・センターが建設さ

れたほか、教材や文房具が配られ

ました。2013 年度は、10 月 25 日

に第 5 回ガラ・ディナーを東京で

開催し、584 名もの方に参加、支援

いただき、2,650 万円の収益金を集

めることができました。収益金は、

1,100 万円を Forests of Hope とし

て世界の熱帯雨林保全活動に、800

万円をアジアの森林保全に充当、

また、昨年からの継続プログラム

としてベトナムの森林に依存する

子供たちへの支援金として 550 万

円、その他に 200 万円を、緊急を

要する活動のための「ガラ基金」

に充当しました。 

 

 

 

 

また、2012 年より始まった関西

でのガラ・ディナーは、6 月 28 日

に第 2 回ガラを神戸で開催し、411

名の方に参加いただきました。収

益金 734 万円のうち、600 万円を

ベトナムとインドネシアの森林や

生き物の調査活動に拠出し、残り

の 134 万円を緊急性の高い活動に

充てるため「ガラ基金」としてプ

ールしました。 

ガラ・ディナーは、自然保護活

動の支援を目的としていますが、

同時に、参加された方々に環境を

守ることの大切さや、支援の必要

性を理解していただくよい機会と

なっています。 

 

 

 

 

 

 
 

3. ファンド・レイジング 
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2013 年の収支報告は以下の通りです。 

 

収入： 126,579,000 円      支出： 121,666,000 円 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

収益事業

（請負事業）

16%

助成金

18%

寄付金等

5%

チャリティ・

イベント

59%

その他

2%

収入

自然保護活動

45%

チャリティ・

イベント

33%

事務管理費

15%

広報活動等

7%

支出

4. 収支報告 
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サポーター制度の導入 

バードライフの活動を応援して

いただく“Friends of BirdLife”は、

一口 5,000 円で、50％の 2,500 円

をアジアの環境保全活動にあてる

制度です。2013 年度も、前年に引

き続き「フィリピンワシ」の保護

活動の支援をつのり、残りの 50％

はバードライフの運営費として、

活動の基盤づくりに充当しました。 

フィリピンワシは、フィリピン

の国鳥であるものの、生息地の減

少や狩猟などの脅威により絶滅危

惧種に指定されており、保全活動

が急務となっています。一口 2,500

円でフィリピンワシの生息地に 6

本の木を植えることができ、また、

120 名の方々のご参加で、50 ヘク

タールの森を 1 年間パトロールす

ることができます。この制度によ

り、前年から合わせて延べ 31 名の

方にご参加いただきました。 

 

法人からのご支援 

バードライフは、2004 年に東京

に事務所を設立して以来、公益財

団法人日本野鳥の会を事業の共同

パートナーとして環境保全活動を

推進しています。活動資金は、ガ

ラ・ディナー開催などのファン

ド・レイジングのほか、一般の企

業や団体の会員の皆様からも温か

いご支援をいただいており、大切 

に使わせていただいております。 

 

 

 

2013 年度の賛助会員は、以下の通

りです。 

 

■賛助会員（50 音順・敬称略） 

・アルファー食品株式会社 

・出雲大社 

・出雲大社文化事業団 

・寒川神社 

・株式会社損害保険ジャパン 

・乃木神社 

・伏見稲荷大社 

・北海道神宮 

・真清田神社 

・株式会社リコー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか、バードライフの活動

に賛同いただいた下記の方々から

ご寄附をいただきました。（50 音

順・敬称略） 

 

 

・あっぷふぁーむ 

・出雲大社 

・株式会社大沢商会グループ/ 

一般社団法人 Think the Earth 

・株式会社セディナ 

・東京大神宮 

・UCC ホールディングス株式会社 

・株式会社ワンステップ 

 

一般社団法人バードライフ・インターナショナル東京 

 
所 在 地： 〒101-0061 東京都千代田区三崎町 2-14-6 TM 水道橋ビル 4 階  

T E L： 03-5213-0461  

F A X： 03-5213-0462  

U R L： http:www/birdlife-asia.org  

代 表 者： 鈴江恵子 代表理事  

一般社団法人とは、2008 年 12 月 1 日付で、新たに施行された法律に基づく 

「新しい非営利活動法人」です。 

 

現在の社員：2 名 

1. BirdLife International（英国法人） 

代表者： Marco Lambertini, Chief Executive Officer/Director  

住 所： Wellbrook Court, Girton Road, Cambridge CB3 0NA, UK  

2. Christopher John Spreadbury （個人：英国在住）  

 

現在の理事：2 名 

1. 鈴江恵子： 代表理事  

2. クリスティ・ノザワ： アジア部門ディレクター（シンガポール在住） 

 

※2014 年 5 月 1 日付で、団体名称を変更しました。（旧名称： 一般社団法人バー

ドライフ・インターナショナル・アジア・ディビジョン） 

5. 個人・団体からの支援 

2014.05.01 現在 


